
森林法に関する伐採手続き（開発行為を行わない場合）

　お問合せ先
朝倉市役所　農林課　林務係

TEL：０９４６－２８－７８６４
福岡県朝倉農林事務所　林業振興課　普及係

TEL：０９４６－２２－６５８５

事前に福岡県朝倉農林
事務所へご相談くださ
い。

その森林は、地域森林計画
対象林ですか？（法第5条）

その森林は保安林ですか？
（法第25条第1項、法第25条の2第1項及

び第2項）または、保安施設地区
ですか？（法第41条）

③「緊急伐採届出書」を提出
　　（規則第15条第1項の届出書の様式）（法第10条の8第2項）

②「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出
　　（規則第44条第2項の森林経営計画に係る伐採等の届出書の様
式）（法第15条）

①-1「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出。（規則第9条第1項の届出書の様式）（法第10条の8第1項）

　ただし、除外規定（法第10条の8第1項第1～12号）に該当する場合は、手続きは不要です。
①-2「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出。
（規則第14条の2の報告書の様式）（法第10条の8第2項）

①-2「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
　　　（規則第14条の2の報告書の様式）（法第10条の8第2項）

　伐採期間の末日及び造林期間の末日から30日以内（伐採後に森林以外に転用する場合は、
伐採完了後）に、市農林課へ提出してください。

①-1「伐採及び伐採後の造林の届出書」
　　（規則第9条第1項の届出書の様式）（法第10条の8第1項）

　伐採を開始する日の90日から30日前までに、市農
林課へ提出してください。
　
　　　　　　　　　　　　　　　届出書提出

　
　　　　　　　　　 交付申請により 「適合通知書」を送付

②「森林経営計画に係る伐採等の届出書」
       （規則第44条第2項の森林経営計画に係る伐採等の届出書の様
式）（法第15条）

　当該立木の譲渡をした日又は当該立木を伐採もし
くは造林の終わった日から30日以内に、市農林課
へ提出してください。
                                届出書提出

③「緊急伐採届出書」
    （規則第15条第1項の届出書の様式）（法第10条の8第2項）

　伐採の終わった日から30日以内に、市農林課へ
提出してください。

　　　　　　　　　　　　　　 届出書提出

法令等
「法」：森林法
「規則」：森林法施行規則

非常災害（火災、風水害等）
による緊急的な伐採ですか？
（法第10条の8第1項第10号）

森林経営計画に沿った伐採
ですか？（法第10条の8第1項第5号）

森林法での手続きは不要です。
もし、区域内に保安林があった場合は
※１へ進んでください。

※１

はい

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

地域森林計画対象林か
どうかは、市農林課へお
問い合わせください。

森林所有者等 森林所有者等市農林課 市農林課

森林経営計画に入ってい
るかどうかは、森林組合等
へお問い合わせください。

森林所有者等 市農林課


